
新規入会諸経費　明細書 【正会員（本店）・準会員Ｂ】

2020年6月より

★（一社）大阪府宅地建物取引業協会

正会員 600,000

準会員Ｂ 10,000

8,800

608,800

618,800

★（公社）全国宅地建物取引業保証協会

本店 200,000

本店 600,000

TOTAL 800,000

　（※1）退会時、所定の手続きを経て官報公告掲載費・事務手数料を差引いた金額が返金されます。
　　

2団体合計

1,408,800

1,418,800

 上記2団体合計金額に保証協会会費を足したものが、入会諸経費（※2）の金額となります。

　保証協会の年会費は\6,000 ですが　初年度は月割りになりますので

　供託日程によって金額が変わる場合がございます。

保証協会　初年度会費 （　　　月分～3月分）

4月 6,000 10月 3,000 　
5月 5,500 11月 2,500

6月 5,000 12月 2,000

7月 4,500 1月 1,500

8月 4,000 2月 1,000

9月 3,500 3月 500

TOTAL \

なお、入会諸経費には宅建協会の会費は含まれません。

宅建協会の会費は1ヶ月につき 正会員 4,500円 ・ 準会員B 1,000円となっております。

口座振替（年2回 ５月・11月）のお手続きが完了するまでは現金にて入金して頂きます様お願い致します。

次年度より5月の引落で保証協会の年会費が引き落とされます。

宅建協会の会費は4～9月分が5月に 10月～翌年3月分が11月に引き落とされます。

代表者と取引士が別の場合

代表者と取引士を兼任の場合

代表者と取引士を兼任の場合

代表者と取引士が別の場合

宅建協会入会金

不動産キャリアパーソン講座受講料

保証協会　入会金

保証協会弁済業務分担金（※1）

（※2）

免許通知はがき ・文書が

届きましたら支部へご連絡下さい。

ご連絡後、お振込受付可能となります。

振込先

池田泉州銀行 泉州営業部

普通 0324446

大阪府宅地建物取引業協会




